
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の血圧値を測定する血圧測定器と、
　前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、
　生体情報を表示するための表示手段と、

制御手段と、
　を有する生体モニタリングシステム。
【請求項２】
　血圧測定器により測定された生体の血圧値および脈拍測定器により測定された生体の脈
拍数を受け付ける受付手段と、
　生体情報を表示するための表示手段と、

制御手段と、
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　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により治療開始前の血圧値および脈拍数を測定し
てそれぞれ基準値とする手段と、前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準
値からの変化率と前記脈拍測定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率
を算出する手段と、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段
に対して２次元表示する手段とから構成される

　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により治療開始前の血圧値および脈拍数を測定し
てそれぞれ基準値とする手段と、前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準
値からの変化率と前記脈拍測定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率
を算出する手段と、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段
に対して２次元表示する手段とから構成される



　を有する生体モニタリングシステム。
【請求項３】
　痛み検出センサによって検出された生体情報に基づいて患者が感じている痛みの度合い
を検出する痛み検出装置をさらに有し、
　前記制御手段は、前記痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上の場合に
は、前記表示手段に対して患者が痛みを感じている旨を表示する請求項 記載の
生体モニタリングシステム。
【請求項４】
　前記制御手段は、生体情報を測定する旨の指示が入力された場合、前記血圧測定器およ
び前記脈拍測定器に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう指示する請求項１から
のいずれか１項記載の生体モニタリングシステム。
【請求項５】
　痛み検出センサによって検出された生体情報に基づいて患者が感じている痛みの度合い
を検出する痛み検出装置をさらに有し、
　前記制御手段は、前記痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上の場合に
は、前記表示手段に対して患者が痛みを感じている旨を表示するとともに前記血圧測定器
および前記脈拍測定器に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう指示する請求項 記
載の生体モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記痛み検出センサが筋電信号を検出するためのセンサであり、
　前記痛み検出装置が、前記痛み検出センサにより検出された筋電信号に基づいて患者が
感じている痛みの度合いを検出する筋電信号検出装置である請求項 記載の生体
モニタリングシステム。
【請求項７】
　前記痛み検出センサが、生体の特定部位の湿度を測定する湿度センサであり、
　前記痛み検出装置が、前記湿度センサにより検出された発汗状態に基づいて患者が感じ
ている痛みの度合いを検出する発汗状態測定器である請求項 記載の生体モニタ
リングシステム。
【請求項８】
　前記制御手段は、脈拍数と血圧値との関係における危険領域を前記表示手段に表示する
請求項１から のいずれか１項記載の生体モニタリングシステム。
【請求項９】
　前記制御手段は、基準値からの変化率に基づいて前記危険領域を設定する請求項 記載
の生体モニタリングシステム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、予め設定された正常範囲に基づいて前記危険領域を設定する請求項
記載の生体モニタリングシステム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、予め設定された正常範囲および基準値からの変化率に基づいて前記危
険領域を設定する請求項 記載の生体モニタリングシステム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、予め入力された患者情報に応じて前記危険領域を自動的に設定する請
求項 のいずれか１項記載の生体モニタリングシステム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、脈拍数または血圧値が予め設定された正常範囲を超えた場合、前記表
示手段に対して治療方法を示唆する表示を行う請求項 のいずれか１項記載の生
体モニタリングシステム。
【請求項１４】
　生体の血圧値を測定する血圧測定器と、前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、生
体情報を表示するための表示手段とを有
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１または２

３

４

３または５

３または５

７

８

８

８

８から１１

８から１２

し、生体モニタリングシステムの制御手段が前記



する生体モニタリングシステムの制
御方法であって、
　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により測定された治療開始前の血圧値および脈拍
数をそれぞれ基準値とし、
　前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準値からの変化率と、前記脈拍測
定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率を算出し、
　算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段に対して２次元表
示する 生体モニタリングシステムの制御方法。
【請求項１５】
　血圧測定器および脈拍測定器により 治療開始前の血圧値および脈拍数

基準値とするステップと、
　血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準値からの変化率と、脈拍測定器によ
り治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率を算出するステップと、
　算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を表示装置に対して２次元表示す
るステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】

【請求項１７】

【請求項１８】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、麻酔等を伴う治療を行なう場合に生体をモニタリングする生体モニタリング
システムおよび 方法に関する。
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血圧測定器、前記脈拍測定器及び前記表示手段を制御

制御を前記制御手段が行う

測定された をそれ
ぞれ

　生体の血圧値を測定する血圧測定器と、
　前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、
　生体情報を表示するための表示手段と、
　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により測定された血圧値および脈拍数の変化を表
示するよう前記表示手段を制御する制御手段と、
　痛み検出センサによって検出された生体情報に基づいて患者が感じている痛みの度合い
を検出する痛み検出装置とを有し、
　前記制御手段は、前記痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上の場合に
は、前記表示手段に対して患者が痛みを感じている旨を表示するとともに前記血圧測定器
および前記脈拍測定器に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう指示する生体モニタ
リングシステム。

　生体の血圧値を測定する血圧測定器と、
　前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、
　生体情報を表示するための表示手段と、
　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により測定された血圧値および脈拍数の変化を表
示するよう前記表示手段を制御するとともに脈拍数と血圧値との関係における危険領域を
前記表示手段に表示する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、予め入力された患者情報に応じて前記危険領域を自動的に設定する生
体モニタリングシステム。

　生体の血圧値を測定する血圧測定器と、
　前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、
　生体情報を表示するための表示手段と、
　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により測定された血圧値および脈拍数の変化を表
示するよう前記表示手段を制御するとともに脈拍数と血圧値との関係における危険領域を
前記表示手段に表示する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、脈拍数または血圧値が予め設定された正常範囲を超えた場合、前記表
示手段に対して治療方法を示唆する表示を行う生体モニタリングシステム。

その制御



【背景技術】
【０００２】
　近年、長寿、高齢化による高齢者の増加に伴い高血圧症や虚血性心疾患などの疾患を持
つ患者に対して各種の治療が行なわれる場合が増加している。このような患者に対して麻
酔を伴う治療や長時間の治療を行なうと不測の事態が起こる可能性が高くなる。
【０００３】
　そのため、例えば歯科治療において、麻酔を伴う場合、患者の安全性を確保するために
患者の生体状態をモニタリングするシステムが開発されている（例えば非特許文献１）。
【０００４】
　しかし、このような従来のモニタリングシステムでは、患者の脈拍数や血圧値等の生体
情報を一定時間間隔で測定して表示するだけのものであった。
【０００５】
【非特許文献１】金子譲他１名編集 ,「計る、観る、読む　モニタリングガイド」 ,医歯薬
出版株式会社 ,２００４年１０月２０日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した従来の生体モニタリングシステムでは、測定された生体情報を測定するだけの
ものであり、複数の生体情報の関係を把握することが困難であるという問題点があった。
【０００７】
　本発明の目的は、複数の生体情報の関係を容易に把握することが可能な生体モニタリン
グシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　 [生体モニタリングシステム ]
　上記目的を達成するために、本発明の生体モニタリングシステムは、生体の血圧値を測
定する血圧測定器と、
　前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、
　生体情報を表示するための表示手段と、

制御手段とを有する。
【０００９】
　また、本発明の生体モニタリングシステムは、血圧測定器により測定された生体の血圧
値および脈拍測定器により測定された生体の脈拍数を受け付ける受付手段と、
　生体情報を表示するための表示手段と、

制御手段とを有する。
【００１２】
　本発明では、治療中の脈拍数の治療前の測定値（基準値）からの変化率と、治療中の血
圧値の治療前の測定値（基準値）からの変化率との関係を２次元的に表示するようにして
いる。そのため、本発明によれば、脈拍数と血圧値の基準値からの変動の関係を容易に把
握することができる。
【００１３】
　好ましくは、痛み検出センサによって検出された生体情報に基づいて患者が感じている
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　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により治療開始前の血圧値および脈拍数を測定し
てそれぞれ基準値とする手段と、前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準
値からの変化率と前記脈拍測定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率
を算出する手段と、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段
に対して２次元表示する手段とから構成される

　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により治療開始前の血圧値および脈拍数を測定し
てそれぞれ基準値とする手段と、前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準
値からの変化率と前記脈拍測定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率
を算出する手段と、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段
に対して２次元表示する手段とから構成される



痛みの度合いを検出する痛み検出装置をさらに有し、
　前記制御手段は、前記痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上の場合に
は、前記表示手段に対して患者が痛みを感じている旨を表示する。
【００１４】
　本発明では、痛み検出装置によって患者が感じている痛みが許容値以上であると判定さ
れた場合、表示手段にはその旨が表示される。そのため、本発明によれば、治療を行なっ
ている者が、患者が感じている痛みが許容値以上であることを知ることができ、適切な対
処を行なうことが可能となる。
【００１５】
　また、好ましくは、前記制御手段は、生体情報を測定する旨の指示が入力された場合、
前記血圧測定器および前記脈拍測定器に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう指示
する。
【００１６】
　本発明によれば、血圧測定器および脈拍測定器が自動的に行なう測定とは別に、患者が
痛みを感じた場合、または治療を行なっている者が測定を必要と感じた場合に血圧値およ
び脈拍数の測定を行うことができる。
【００１７】
　また、好ましくは、痛み検出センサによって検出された生体情報に基づいて患者が感じ
ている痛みの度合いを検出する痛み検出装置をさらに有し、
　前記制御手段は、前記痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上の場合に
は、前記表示手段に対して患者が痛みを感じている旨を表示するとともに前記血圧測定器
および前記脈拍測定器に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう指示する。
【００１８】
　本発明によれば、痛み検出装置により患者が感じている痛みが許容値以上であると判定
された場合、制御手段は、血圧測定器および脈拍測定器に対して測定を行うよう指示を行
うので、患者が痛みを感じた場合の生体情報が自動的に測定することができる。
【００１９】
　好ましくは、前記痛み検出センサが筋電信号を検出するためのセンサであり、
　前記痛み検出装置が、前記痛み検出センサにより検出された筋電信号に基づいて患者が
感じている痛みの度合いを検出する筋電信号検出装置である。
【００２０】
　好ましくは、前記痛み検出センサが、生体の特定部位の湿度を測定する湿度センサであ
り、
　前記痛み検出装置が、前記湿度センサにより検出された発汗状態に基づいて患者が感じ
ている痛みの度合いを検出する発汗状態測定器である。
【００２１】
　さらに、好ましくは、前記制御手段は、脈拍数と血圧値との関係における危険領域を前
記表示手段に表示する。
【００２２】
　本発明によれば、表示手段には脈拍数と血圧値との関係における危険領域が表示される
ため、治療を行なう者は、生体状態が危険な状態になったことを視覚的に判定することが
可能となる。
【００２３】
　また、好ましくは、前記制御手段は、基準値からの変化率に基づいて、または、予め設
定された正常範囲に基づいて前記危険領域を設定するようにしてもよいし、予め設定され
た正常範囲および基準値からの変化率に基づいて前記危険領域を設定するようにしてもよ
い。
【００２４】
　さらに、好ましくは、前記制御手段は、予め入力された患者情報に応じて前記危険領域
を自動的に設定する。

10

20

30

40

50

(5) JP 3948677 B1 2007.7.25



【００２５】
　本発明によれば、患者の既往歴、年齢、性別等の患者情報に応じて危険領域が自動的に
設定されるため、各患者の状態に応じた危険領域の設定を容易に行なうことが可能となる
。
【００２６】
　また、好ましくは、前記制御手段は、脈拍数または血圧値が予め設定された正常範囲を
超えた場合、前記表示手段に対して治療方法を示唆する表示を行う。
【００２７】
　［生体モニタリングシステムの制御方法］
　本発明の生体モニタリングシステムの制御方法は、生体の血圧値を測定する血圧測定器
と、前記生体の脈拍数を測定する脈拍測定器と、生体情報を表示するための表示手段とを
有

する生体モニタリングシステムの制御方法であって、
　前記血圧測定器および前記脈拍測定器により測定された治療開始前の血圧値および脈拍
数をそれぞれ基準値とし、
　前記血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準値からの変化率と、前記脈拍測
定器により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率を算出し、
　算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を前記表示手段に対して２次元表
示する
【００２９】
　 [プログラム ]
　また、本発明のプログラムは、血圧測定器および脈拍測定器により

ステップとをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように、本発明によれば、治療中の脈拍数の治療前の測定値からの変化率
と、治療中の血圧値の治療前の測定値からの変化率との関係を２次元的に表示するように
しているので、脈拍数と血圧値の基準値からの変動の関係を容易に把握することができる
という効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３３】
　 [第１の実施形態 ]
　図１は本発明の第１の実施形態の生体モニタリングシステムの構成を示すブロック図で
ある。
【００３４】
　本実施形態の生体モニタリングシステムは、図１に示されるように、マンシェット（ま
たはカフ）８と、圧力センサ９と、痛み検出センサ１０と、生体の血圧値を測定する血圧
測定器１２と、生体の脈拍数を測定する脈拍測定器１３と、痛み検出装置１４と、制御装
置１８と、記憶装置２０と、生体情報を表示するための表示装置２２とから構成されてい
る。
【００３５】
　血圧測定器１２は、生体の上腕に巻かれたマンシェット８を加圧、減圧して最高血圧（
ＳＹＳ）と最低血圧とを自動的に測定する。脈拍測定器１３は、例えば生体の橈骨動脈に
当てられた圧力センサ９により脈拍数（ＰＲ）を測定する。また、圧力センサ９の代わり
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し、生体モニタリングシステムの制御手段が前記血圧測定器、前記脈拍測定器及び前記
表示手段を制御

制御を前記制御手段が行う。

測定された治療開始
前の血圧値および脈拍数をそれぞれ基準値とするステップと、
　血圧測定器により治療中に測定された血圧値の基準値からの変化率と、脈拍測定器によ
り治療中に測定された脈拍数の基準値からの変化率を算出するステップと、
　算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を表示装置に対して２次元表示す
る



にパルスオキシメータを用いても脈拍を測定することができる。
【００３６】
　制御装置１８は、例えばコンピュータからなり、血圧測定器１２、脈拍測定器１３及び
痛み検出装置１４で測定された生体情報を処理し、この処理した情報を記憶装置２０に記
憶し、あるいは表示装置２２に表示する。制御装置１８は、例えば、２．５分～５分間隔
程度の一定間隔で生体情報を測定して、表示装置２２に表示する。
【００３７】
　痛み検出装置１４は、痛み検出センサ１０によって検出された生体情報に基づいて患者
が感じている痛みの度合いを検出する。
【００３８】
　制御装置１８は、血圧測定器１２および脈拍測定器１３により測定された患者の血圧値
および脈拍数を受け付ける受付手段を有し、血圧測定器１２および脈拍測定器１３により
治療開始前の血圧値および脈拍数を測定してそれぞれ基準値として記憶装置２０に記憶し
ておく。そして、制御装置１８は、血圧測定器１２により治療中に測定された血圧値の基
準値からの変化率と、脈拍測定器１３により治療中に測定された脈拍数の基準値からの変
化率を算出し、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を表示装置２２に対
して２次元表示する。
【００３９】
　また、制御装置１８は、痛み検出装置１４により患者が感じている痛みが許容値以上の
場合には、表示装置２２に対して患者が痛みを感じている旨を表示する。
【００４０】
　さらに、図示されていないが、血圧測定器１２および脈拍測定器１３により一定間隔で
行なわれる生体情報の測定とは別に、強制的に生体情報の測定を行うためのスイッチを設
けるようにすることも可能である。そして、このスイッチを治療中の患者に持たせるよう
にして、患者が痛みが許容値を超えたと感じた場合にスイッチを操作することにより生体
情報の測定が行われるようにしてもよい。また、表示装置２２に表示された患者が痛みを
感じている旨の表示を見て、治療を行なう者（医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士等）
がこのスイッチを操作することも可能である。
【００４１】
　このようなスイッチが操作され生体情報を測定する旨の指示が入力された場合、制御装
置１８は、血圧測定器１２および脈拍測定器１３に対して血圧値および脈拍数の測定を行
うよう指示する。
【００４２】
　さらに、制御装置１８は、痛み検出装置１４により患者が感じている痛みが許容値以上
であると判定された場合には、生体情報を測定する旨の指示の入力を待つこと無く、自発
的に血圧測定器１２および脈拍測定器１３に対して血圧値および脈拍数の測定を行うよう
指示するようにしてもよい。
【００４３】
　また、痛み検出装置１４は、筋電信号検出器１５と、発汗状態測定器１６とを有してい
る。
【００４４】
　筋電信号検出器１５は、痛み検出センサ１０により検出された筋電信号に基づいて患者
が感じている痛みの度合いを検出する。発汗状態測定器１６は、湿度センサにより検出さ
れた発汗状態に基づいて患者が感じている痛みの度合いを検出する。
【００４５】
　筋電信号検出器１５により患者の痛みの度合いを検出する場合には、痛み検出センサ１
０としては、筋電信号を検出するためのセンサが用いられる。また発汗状態測定器１６に
より患者の痛みの度合いを検出する場合には、痛み検出センサ１０としては、生体の特定
部位の湿度を測定する湿度センサが用いられる。
【００４６】
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　筋電信号を検出するセンサは、緊張や痛みにより筋肉に力が入る部分、例えば、手首の
付近やあごの筋肉部分に設定される。ただし、緊張や痛みにより筋肉に力が入る部分であ
れば、他の部分にセンサを設けて患者の感じている痛みの度合いを検出することが可能で
ある。
【００４７】
　また、発汗状態を測定するための湿度センサは、例えば、患者が生体情報の測定を指示
するためのスイッチの握り部分に取り付けるようなことが考えられる。
【００４８】
　なお、痛み検出装置１４は、筋電信号のみ、または発汗状態のみにより患者の痛みの度
合いを検出するようにしても良いし、筋電信号と発汗状態とを組み合わせて患者の痛みの
度合いを検出するようにしても良い。
【００４９】
　なお、表示装置２２では、脈拍数の変化率と血圧値の変化率を２次元表示する際に、脈
拍数と血圧値との関係におけるイエローゾーン、レッドゾーン等の危険領域を表示する。
このような危険領域の表示を行なうことにより、治療を行なう者は、生体状態が危険な状
態になったことを視覚的に判定することが可能となる。
【００５０】
　また、制御装置１８は、予め設定された値により危険領域の設定を行なっても良いし、
患者の既往歴、年齢、性別等の予め入力された患者情報に応じて危険領域を自動的に設定
するようにしてもよい。
【００５１】
　さらに、制御装置１８は、今回測定された測定値を表示装置２２に表示させるのではな
く、血圧測定器１２および脈拍測定器１３により前回測定された測定値からの変化を表示
装置２２上に表示させるようにする。
【００５２】
　次に、本実施形態の生体モニタリングシステムの動作を図２および図３を参照して詳細
に説明する。図２は、本実施形態の生体モニタリングシステムの治療前における動作を示
したフローチャートであり、図３は本実施形態の生体モニタリングシステムの治療中にお
ける動作を示すフローチャートである。
【００５３】
　先ず、図２を参照して治療前における本実施形態の生体モニタリングシステムの動作を
説明する。
　治療が開示される前には、患者の氏名、年齢、ＩＤ番号、性別、既往歴（糖尿病、血管
障害など）等の患者情報が治療を行なう者により制御装置１８に入力される（Ｓ１０１）
。
【００５４】
　そして、深呼吸時の血圧値および脈拍数が血圧測定器１２および脈拍測定器１３により
それぞれ測定され、制御装置１８は測定された血圧値および脈拍数を、それぞれ血圧値の
基準値、脈拍数の基準値として記憶装置２０に記憶する（Ｓ１０２）。
【００５５】
　なお、深呼吸時の血圧値および脈拍数を基準値としているのは、深呼吸時の血圧値およ
び脈拍数を測定することにより平静時の値として安定した値を測定することが可能だから
であり、安定した平静時の値を測定することができるのであれば深呼吸時でなくとも良い
。
【００５６】
　そして、制御装置１８は、入力された患者情報に基づいてイエローゾーン、レッドゾー
ン等の危険領域を設定する（Ｓ１０３）。ここで制御装置１８は、単に基準値の±２０％
以上を注意が必要なイエローゾーン、±４０％以上を何等かの処理が必要なレッドゾーン
のように設定するようにしてもよい。また、＋方向、－方向で同じ設定にする必要はなく
、深呼吸時の血圧値が高い場合には＋方向には少なく、深呼吸時の血圧値が低い場合には
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、－方向には小さく設定するようにしてもよい。さらに、制御装置１８は、年齢、既往歴
、深呼吸時の値等に応じて各患者に応じた危険領域の設定を自動的に行なうようにしても
よい。
【００５７】
　そして、制御装置１８は、測定された深呼吸時の測定値、および危険領域の設定値等を
記憶装置２０に記憶させて治療前の処理を終了する（Ｓ１０４）。
【００５８】
　次に、図３を参照して治療中における本実施形態の生体モニタリングシステムの動作を
説明する。
　治療中においては、血圧測定器１２および脈拍測定器１３により生体の血圧値および脈
拍数の測定が行われる（Ｓ２０１）。そして、測定された測定結果は、制御装置１８によ
り記憶装置２０に格納されるとともに表示装置２２に表示される（Ｓ２０２）。
【００５９】
　そして、測定間隔を設定するためのタイマカウントが行なわれ（Ｓ２０３）、その間に
強制測定指示が無く（Ｓ２０４）所定時間が経過すれば（Ｓ２０５）、次の生体状態の測
定が行われる（Ｓ２０１）。
【００６０】
　そして、このような生体情報の測定および表示が行なわれている途中に、痛み検出装置
１４により患者の痛みが許容値以上であると判定されたり、治療を行なう者または患者が
生体情報の測定を指示するスイッチを操作して強制測定指示が行われた場合（Ｓ２０３）
、制御装置１８は、一定時間の経過を待つことなく血圧測定器１２および脈拍測定器１３
に対して測定指示を行い、生体状態の測定が行われる（Ｓ２０１）。
【００６１】
　そして、このような測定および表示が繰り返され、無事治療が終了すると（Ｓ２０６）
、制御装置１８は処理を終了する。
【００６２】
　次に、本実施形態の生体モニタリングシステムにおける表示装置２２の表示の一例を図
４に示す。なお、この図４では、血圧値として最高血圧が用いられている。
【００６３】
　この図４に示した表示例では、血圧値と脈拍数の深呼吸時の基準値に対する変化率が±
１０％刻みの破線とともに２次元表示されている。そして、±２０％以上の範囲がイエロ
ーゾーン、±３０％以上の範囲がレッドゾーンの危険領域として表示されている。なお、
ここでは表示の都合上、±１０％刻みの破線を用いて表示を行なっているが、より細かい
変動が分かるようにするためには、±５％刻み程度の破線を表示するようにしても良い。
【００６４】
　さらに、脈拍数をＸ座標、最高血圧をＹ座標とした場合の測定値が、円形のアイコンに
よりプロットされ表示されている。ここで、今回の測定値だけでなく、前回の測定値、前
々回の測定値、さらに前回の測定値が共に表示されており、その間の変化量が矢印の長さ
により示されている。このように過去の測定値が表示されることにより、治療を行なう者
は、患者の生体状態がどのように変化しているのかを容易に把握することが可能となる。
【００６５】
　さらに、痛み検出装置１４が患者の痛みを検出した場合や、患者または治療を行なう者
がスイッチを操作することにより最高血圧の測定や脈拍数の測定が行われた場合には、そ
の測定値を通常の定期的な測定における測定値とは異なる形状または色彩のアイコンによ
り表示装置２２上に表示するようにしても良い。
【００６６】
　また、２次元表示画面中において、脈拍数および最高血圧が共に高い場合には、「緊張
・痛み」状態である旨の表示が行われ、脈拍数および脈拍数および最高血圧が共に低い場
合には、「リラックス、脳貧血」状態である旨の表示が行われている。また、脈拍数が高
く最高血圧が低い場合には、「ショック」状態である旨の表示が行われ、脈拍数が低く最
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高血圧が高い場合には、「脳血流障害」状態ある旨の表示が行われている。
【００６７】
　一般的には、脈拍数が高ければ最高血圧も高くなり、脈拍数が低ければ最高血圧も低く
なる。そのため、通常は、「緊張・痛み」方向と「リラックス、脳貧血」方向を結んだ直
線上を測定値が移動することになる。そのため、この直線上から測定がずれた場合には、
患者に「脳血流障害」や「ショック状態」等の重大な障害が発生していることを推測する
ことが可能となる。
【００６８】
　つまり、脈拍数が基準値よりも低い方向に変動しているのに最高血圧値が基準値よりも
高い方向に変動している場合には、脳血流障害が発生している可能性があると判断するこ
とができる。
【００６９】
　また、脈拍数が基準値よりも高い方向に変動しているのに最高血圧値が基準値よりも低
い方向に変動している場合には、患者がショック状態に陥っている可能性があると判断す
ることができる。
【００７０】
　そのため、イエローゾーンやレッドゾーン等の危険領域を、図４に示したような正方形
にせずに、「脳血流障害」方向や、「ショック」方向についての変動については少ない変
動量でも危険領域に入るような形状にするようにしても良い。つまり、危険領域は正方形
とせずに、長方形、楕円形、円形等様々な形状の中から適切なものを選択するようにすれ
ばよい。
【００７１】
　このように、本実施形態の生体モニタリングシステムによれば、単に最高血圧値や脈拍
数の数字だけをモニタリングしている場合と比較して、最高血圧値の変化と脈拍数との変
化関係を視覚的に把握することができるため、患者の生体状態の把握を容易に行なうこと
が可能となる。
【００７２】
　また、この図４に示した表示例では、血圧値および脈拍数とともにＲＰＰ (Rate Pressu
re Product)という値が表示されている。このＲＰＰは、最高血圧と脈拍数との積であり
、図４では１０００で割った値が表示されている。
【００７３】
　図４中では、血圧測定器１２により測定された最高血圧と、その最高血圧の基準値から
の変化率が表示され、脈拍測定器１３により測定された脈拍数と、その脈拍数の基準値か
らの変化率が表示されている。
【００７４】
　例えば、治療前における最高血圧値と脈拍数の値が、それぞれ１２２ｍｍＨｇ、脈拍数
が８９ｂｐｍであったとする。そして、治療中のある時点において、血圧測定器１２によ
り測定された最高血圧値が１３６ｍｍＨｇ、脈拍測定器１３により測定された脈拍数が８
２ｂｐｍであったとする。
【００７５】
　すると、血圧変動（変化率）は、下記の式により＋１１％であると算出される。
１３６ｍｍＨｇ／１２２ｍｍＨｇ≒１．１１４
　また、脈拍変動（変化率）は、下記の式により－８％であると算出される。
８２ｂｐｍ／８９ｂｐｍ≒０．９２１３
【００７６】
　さらに、基準値に基づくＲＰＰは、１２２ｍｍＨｇ×８９ｂｐｍ＝１０８５８≒１０．
９×１０００となる。
　そして、今回の測定時点におけるＲＰＰは、１３６ｍｍＨｇ×８２ｂｐｍ＝１１１５２
≒１１．２×１０００となる。
　そのため、ＲＰＰの変動率は、１１．２×１０００／（１０．９×１０００）≒１．０
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２７となり、＋３％であると算出される。
【００７７】
　このようにして算出された値が表示装置２２に表示されるとともに、脈拍数の変化率と
最高血圧の変化率との関係が２次元的に表示されるため、本実施形態の生体モニタリング
システムによれば、治療を行なう者は、患者の生体状態を視覚的に容易に把握することが
可能となる。
【００７８】
　 [第２の実施形態 ]
　次に、本発明の第２の実施形態の生体モニタリングシステムについて説明する。
【００７９】
　上記で説明した第１の実施形態の生体モニタリングシステムでは、制御装置１８は、測
定結果を表示装置２２に表示する際に、深呼吸時の値を基準値として予め設定された変化
率以上の領域をイエローゾーン、レッドゾーン等の危険領域として設定していた。例えば
、図４では、基準値の±２０％以上をイエローゾーン、±３０％以上をレッドゾーンとし
て表示装置２２にするようにしている。
【００８０】
　しかし、深呼吸時の患者の脈拍数または最高血圧が正常値から大きく外れている場合に
は、この値を基準値としてイエローゾーン、レッドゾーン等の危険領域を設定したのでは
患者の状態を適切に判定することができない可能性がある。
【００８１】
　そのため、本実施形態の生体モニタリングシステムでは、制御装置１８は、患者の深呼
吸時の脈拍数、最高血圧からの変化率だけで危険領域を設定するのではなく、脈拍数およ
び最高血圧の値が予め設定された正常範囲を超えた領域を危険領域として設定する。
【００８２】
　例えば、脈拍数の正常範囲を５０～１２０（ｂｐｍ）、最高血圧の正常範囲を７０～２
００（ｍｍＨｇ）とした場合、制御装置１８は、脈拍数が５０ｂｐｍ未満または１２０ｂ
ｐｍより大きい領域は強制的にレッドゾーンの危険領域とし、最高血圧が７０ｍｍＨｇ未
満または２００ｍｍＨｇより大きい領域は強制的にレッドゾーンの危険領域として表示装
置２２に対して表示する。
【００８３】
　本実施形態のように危険領域として固定値を用いることにより、患者の深呼吸時の値が
最初から正常範囲を超えている場合には、基準値がレッドゾーン等の危険領域に入ってし
まう場合も考えられる。
【００８４】
　例えば、治療前における最高血圧値と脈拍数の値が、それぞれ２１８ｍｍＨｇ、脈拍数
が１２５ｂｐｍであったとする。この場合には、最高血圧値の値である２１８ｍｍＨｇが
、正常範囲７０～２００（ｍｍＨｇ）を越えてしまっている。また、脈拍数の値である１
２５ｂｐｍも正常範囲５０～１２０（ｂｐｍ）を越えてしまっている。そのため、図５に
示されるように、最高血圧値が２００ｍｍＨｇを越える領域および脈拍数が１２０ｂｐｍ
を越える領域については、治療前の測定値に関係なく強制的にレッドゾーンの危険領域と
して設定されている。
【００８５】
　また、例えば、治療前における最高血圧値と脈拍数の値が、それぞれ６３ｍｍＨｇ、脈
拍数が４８ｂｐｍであったとする。この場合には、最高血圧値の値である６３ｍｍＨｇは
正常範囲７０～２００（ｍｍＨｇ）を下回ってしまっている。また、脈拍数の値である４
８ｂｐｍも正常範囲５０～１２０（ｂｐｍ）を下回ってしまっている。そのため、図６に
示されるように、最高血圧値が７０ｍｍＨｇを下回る領域および脈拍数が５０ｂｐｍを下
回る領域については、治療前の測定値に関係なく強制的にレッドゾーンの危険領域として
設定されている。
【００８６】
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　本来であれば、深呼吸時の最高血圧や脈拍数がそもそも正常範囲外の患者に対しては治
療を施すべきではない。しかし、上記第１の実施形態の生体モニタリングシステムでは、
この値を基準値として危険領域を設定してしまうため、基準値自体が異常値であることに
気づき難い。これに対して、本実施形態の生体モニタリングシステムによれば、予め設定
された正常範囲と基準値からの変化率に基づいて危険領域を設定するようにしているので
、治療を行なう者は、そもそもの基準値が異常であることを容易に気付くことが可能とな
る。
【００８７】
　なお、本実施形態では、基準値からの変化率と予め設定された正常範囲とに基づいて危
険領域を設定するものとして説明したが、予め設定された正常範囲のみに基づいて危険領
域を設定するようにしてもよい。
【００８８】
　 [第３の実施形態 ]
　次に、本発明の第３の実施形態の生体モニタリングシステムについて説明する。
　上記で説明した第１および第２の実施形態の生体モニタリングシステムでは、測定され
た最高血圧値と脈拍数との関係を表示部２２に表示するのみであり、治療を行なう者はこ
の表示内容を参照して適切な治療方法を選択する必要があった。
【００８９】
　これに対して、本実施形態の生体モニタリングシステムでは、測定された最高血圧値ま
たは脈拍数が正常範囲を超えるような事態が発生した場合には、そのような事態を改善さ
せるための治療方法の示唆を表示する。
【００９０】
　具体的には、本実施形態における制御部１８は、脈拍数または最高血圧値が予め設定さ
れた正常範囲を超えた場合、表示部２２に対して治療方法を示唆する表示を行う。
【００９１】
　例えば、図７には最高血圧値が正常範囲を超えた場合の一例が示されている。この例で
は、最高血圧値が正常範囲を超えたため“体位を座位か半座位にして安静を保ち、酸素吸
入をしてください。”という表示が行われている。
【００９２】
　また、図８には最高血圧値が正常範囲を下回った場合の一例が示されている。この例で
は、最高血圧値が正常範囲を下回ったため“酸素を投与してください。”という表示が行
われている。
【００９３】
　本実施形態によれば、治療を行なう者は、この表示を参照して治療方法を選択すること
ができるため、適切な治療方法を迅速に患者に施すことが可能となる。
【００９４】
　なお、本実施形態では、第１の実施形態の生体モニタリングシステムに対して治療方法
を示唆する表示を行う場合を用いて説明しているが、第２の実施形態の生体モニタリング
システムに対して治療方法を示唆する表示を行うようにすることも当然可能である。
【００９５】
　 [変形例 ]
　なお、上記の実施形態では、生体情報として脈拍数を測定するようにしているが、脈拍
計の代わりに心拍計を用いて患者の心拍数を測定するようにしてもよい。原則的には、心
拍数と脈拍数とは同じ値となるため、脈拍数の代わりに心拍数を用いても同様の効果を得
ることが可能である。
【００９６】
　また、上記の実施形態では、基準値が表示部２２の画面上の中心に表示されていたが、
治療中の患者の値が中心からずれた場合に集中するような場合には、例えばマウス等のポ
インティングデバイスにより指示された場合が画面上の中心となるように表示するように
してもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の第１の実施形態の生体モニタリングシステムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施形態の生体モニタリングシステムの治療前における動作を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態の生体モニタリングシステムの治療中における動作を示
すフローチャートである。
【図４】図１中の表示装置２２に示される表示の一例を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の生体モニタリングシステムにおいて表示装置２２に示
される表示の一例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の生体モニタリングシステムにおいて表示装置２２に示
される表示の他の例を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態の生体モニタリングシステムにおいて表示装置２２に示
される表示の一例を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施形態の生体モニタリングシステムにおいて表示装置２２に示
される表示の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００９８】
　　　８　　マンシェット
　　　９　　圧力センサ
　　１０　　痛み検出センサ
　　１２　　血圧測定器
　　１３　　脈拍測定器
　　１４　　痛み検出装置
　　１５　　筋電信号検出器
　　１６　　発汗状態測定器
　　１８　　制御装置
　　２０　　記憶装置
　　２２　　表示装置
　Ｓ１０１～Ｓ１０４　　ステップ
　Ｓ２０１～Ｓ２０６　　ステップ
【要約】
【課題】治療中における脈拍数と血圧値の基準値からの変動の関係を容易に把握する。
【解決手段】生体モニタリングシステムでは、血圧測定器および脈拍測定器により治療開
始前の血圧値および脈拍数を測定してそれぞれ基準値とし、血圧測定器により測定された
治療中の血圧値の基準値からの変化率と、脈拍測定器により測定された治療中の脈拍数の
基準値からの変化率を算出し、算出された血圧値の変化率と脈拍数の変化率との関係を表
示装置に対して２次元表示する。
【選択図】図４
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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